
～産後のお母さんを応援します～ 

高山市産後ケア事業のご案内 

出産後、心身の不調や育児に不安のあるお母さんが、安心して子育てができるよう、医療

機関での宿泊・日帰りサービスや、助産師の家庭訪問によるお母さんの心身のケアや育児サ

ポートが受けられます。 

 

 

市内に住所を有する産後１年未満のお母さんのうち、家族などから家事や育児などについて

十分な支援が受けられず、次のいずれかに該当する方 

・出産後の心身の回復に不安がある方 

・育児などに不安がある方 

・その他、市が特に支援が必要と認めた方 

 

 

〇お母さんのこころとからだのサポート(お母さんの休養、産後の体調管理、乳房ケアなど) 

〇育児のサポート(授乳や赤ちゃんの抱き方などの育児相談) 

〇食事の提供（宿泊型・通所型に限る） 

受託 

機関 

アルプスベル 

クリニック 
久美愛厚生病院 高山赤十字病院 岐阜県助産師会 

対象 産後４か月未満の母子 産後 2か月未満の母子 産後 2か月未満の母子 産後１年未満の母子 

宿泊型 
9:00～翌日 10:00 

（３食付） 

13:00～翌日 16:00 

（３食付） 

13:00～翌日 16:00 

（３食付） 
－ 

通所型 
9:00～18:00 

（1食付） 

9:00～16:00 

（1食付） 

10:00～16:00 

（1食付） 
－ 

訪問型 － － － 1 回 2時間程度 

※但し、各施設の利用条件がありますので、詳細は健康推進課にお問い合わせください。 

 

 

〇宿泊型：2,700 円（１泊） 

〇通所型：1,620 円（1日） 

〇訪問型： 900円（1回） 

※生活保護世帯は無料 

 

利用できる方 

高山市産後ケア事業のご案内 

 

お申し込み・お問い合わせは 

裏面をご覧ください 

サービスの内容 

自己負担金 



 

 

  健康推進課に事前にご連絡ください。保健師がお話をお伺いします。 

 

「利用申請書」に記入し、健康推進課にご提出ください。 

 

  育児状況や産後の援助の状況を審査し、「利用審査結果通知書」を 

         お送りします。 

 

利用を承認した方について、健康推進課で産後ケア事業受託機関と 

         日程などの調整を行います。 

※状況に応じて申請から直ぐに利用することが可能です。 

 

  産後ケア事業をご利用ください。 

 

自己負担金は、産後ケア事業受託機関に直接お支払いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．相  談 

２．申  請 

３．利用決定 

４．利用準備 

５．利  用 

６．支 払 い 

高山市産後ケア利用までの流れ 

❁産後不安でいっぱいの時に利用しました。 

助産師さんに話をよく聞いてもらえ、気持ちが楽になりました。 

❁出産後の体調がすぐれず育児に不安がありました。 

助産師さんに訪問してもらい、子どもをみてもらい、体を休める

ことができました。授乳方法や沐浴の方法も相談でき、安心して

育児ができるようになりました。 

産後ケアを利用した方の声 

【お問い合わせ先】   

高山市健康推進課 

〒506-8555 高山市花岡町 2丁目 18番地 

電話 0577-35-3160    

FAX 0577-35-3173 

（平日 8：30～17：15） 


